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ホームヘルプサービス重要事項説明書 

 
当事業所は、ご利用の皆様に対して指定訪問介護サービス（ホームヘルプサー 
ビス）を提供いたします。サービスの提供にあたって、ご利用の皆様に対して 
当事業所の概要やご利用にあたって、ご留意をいただきたい重要事項について 
次のとおり説明いたします。 

 
１． 事業者 

     ・法 人 名   医療法人鶴友会 
     ・所 在 地   大分市南鶴崎２丁目６－５ 
     ・Ｔ Ｅ Ｌ   ０９７－５２７－２１５２    

Ｆ Ａ Ｘ   ０９７－５２１－７５９５ 
   ・代表者氏名   理事長  古賀 徹 
 
２． 事業所の概要 

     ・事業所の種類  指定訪問介護・介護予防ホームヘルプサービス 
生活サポートホームヘルプサービス 

     ・施設の目的   要介護又は要支援等の状態にある在宅の高齢者が、 
その有する能力を可能な限り維持しながら日常生活を 
営むために、必要な訪問介護サービスを提供することを 
目的とする。 

     ・施設の名称   ホームヘルパーステーションこが 
（平成１２年 ４月 １日 開設） 

     ・所 在 地   大分市中鶴崎２丁目４番２９号（〒８７０－０１０１） 
     ・T  E  L   ０９７－５２３－５１４６   

・F  A  X   ０９７－５２３－５０７９ 
     ・事業所管理者  牧野 國利 
     ・運営方針    利用者の方々の要介護・要支援等の心身の特性をふまえ 

つつ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこ 
とができるよう、入浴、排泄、食事の介助をはじめ、身体 
介護、生活援助その他の生活全般にわたる援助を行う。 

・当法人が運営している他のサービス事業 
いずれも大分県当局から指定済の下記の事業所を開設しております。 

          大分市東部訪問看護ステーション 
          介護老人保健施設メディトピアこが（通所リハ・訪問リハ） 
          短期療養介護施設（ショートステイ） 
          ラ・ファミリア（通所デイ） 

   介護保険サービスセンターこが  を開設しております。 
 
 
 
 



 ３． 事業実施地域・営業時間 
・実施地域      大分市 
・受付期間      月～土曜日－8：30～17：30（土曜 8：30～12：30）、日・祝日及び・8/13～15・12/30～1/3 除く 
・サービス提供時間  月～土・日・祝日 24時間対応 

緊急の時は常時対応可能な体制を確立しております。 
① 090-5730-5959  ② 090-5731-0020 

４．職員の体制 
   ＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 
1.事業所長（管理者） １名     
2.サービス提供責任者 ７名     

3.居宅介護従事者（ホームヘルパー） ７名 ４６名    

 

（１）介護福祉士 ７名 ２７名    
（２）実務者研修 ０名  ２名    
（３）介護職員基礎研修 ０名  ０名    
（４）ヘルパー１級課程 ０名  ０名    
（５）初任者研修  ０名 １７名    

        
当事業所では、利用者に対して職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 
５． 提供するサービスと利用料金 

     当事業所が提供する訪問介護サービスについては 
（１）介護保険・総合事業から給付される場合 
（２）介護保険・総合事業からの給付対象外となっており、利用される方がサー 

ビス利用料金の全額を負担していただく場合の２つのサービスがあります。 
（１）介護保険・総合事業の給付対象となるサービスについて 

        次のサービスについては介護保険・総合事業の給付対象になりますので、 
サービス利用料金の７０％・８０％・９０％が保険給付となり、利用さ 
れる皆様方の自己負担は、１０％・２０％・３０％となります。 

①  身体介護 
入  浴・・・入浴の介助又は清拭 
排  泄・・・排泄の介助又はおむつの交換 
食  事・・・食事の介助 
体位変換・・・体位の変換と褥瘡予防の措置 
通院介助・・・通院の際の介助 

②  生活支援（共に行う） 
調  理・・・サービス利用者の食事の用意 

（家族分の調理は行いません） 
洗  濯・・・サービス利用者の衣類等の洗濯 

（家族分は含みません） 
 
 



 
掃  除・・・生活居住空間の掃除 
       （生活に際し使われていない居室は含みません） 
買 い 物・・・サービス利用者の日常生活に必要となる品物の買い 

         物（預金、貯金の取り扱いのご依頼には応じられま 
せん） 

          
（２）介護保険・総合事業給付の対象とならないサービスについて 

次のサービスについては介護保険・総合事業の給付の対象とはなりませ 
んので、サービス利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。 

① 介護保険・総合事業給付に関する介護度別の支給限度額を超えてのサー 
ビスを利用する場合 

② 介護予防ホームヘルプサービス・生活サポートホームヘルプサービスに

関する規定回数を超えてのサービスを利用する場合。 
③ 介護保険・総合事業給付の対象とならないサービスを訪問介護員に依頼

する場合。ただし、ご契約者に関る対象外サービスに限ります。 
（介護支援にあたらない行政手続きの代行その他、本来ご家族が対 
応すべき事項について緊急を要する場合は、事業所と協議のうえと 
します）。 

（３）利用料金のお支払方法 
当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計 
額の請求書及び明細書を、毎月１０日過ぎに送付し、利用者及び扶養者は、 
連携して当施設に対し、当該金額をその月の月末までに支払うものとし 
ます。なお、支払方法は別途話し合いのうえ、双方合意した方法に基づき 
金融機関の口座引落しと直接施設へ持参していただく、もしくは集金に 
お伺いするかのどれらかを選択していただくことができます。 
口座振替日は27日（土日祝日の場合翌日）となり尚、口座振替の際は 
手数料１１０円ご負担していただきますのでご了承ください。 

（４）利用の中止 
①利用予定日の前にご契約者の都合によりサービスの中止、変更も 
しくは新たなサービスの利用をすることができます。ただしこの場 
合には、居宅サービス計画の変更を必要とする場合もありますので、 
サービスの実施日の２日前までに事業者側にお申し出ください。 
②前項の申し出がなく利用予定日の当日になって利用の中止等を申 
し出た場合、又、訪問介護員が訪問しご利用者不在の場合、キャン 
セル料（原則として利用料の1割）をいただきます。 
ただし、ご契約者の体調に伴う緊急事態等正当な事由がある場合は、 
この限りではありません。 
また、介護予防ホームヘルプサービスに関しましては、月額料金となって 
いますのでキャンセル料は発生いたしません。 

 
 
 
 



 
６. サービスの提供に当たって 
 （１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保 

険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていた 
だきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに事業者にお知 
らせください。 

 （２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速や 
かに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が 
利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、 
要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効 
期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行います。 

（３）利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプ 
ラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、 
当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護 
計画」「介護予防訪ホームヘルプサービス計画」「生活サポートホームヘルプ 
サービス画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」「介護予防ホー 
ムヘルプサービス計画書」「生活サポートホームヘルプサービス計画」は、利 
用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、 
ご確認いただくようお願いします。 

（４）サービス提供は「訪問介護計画」「介護予防ホームヘルプサービス計画」 
「生活サポートホームヘルプサービス計画」に基づいて行います。なお、 
「訪問介護計画」「介護予防ホームヘルプサービス計画」「生活サポートホーム 
ヘルプサービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、 
必要に応じて変更することができます。 

（５）また、訪問介護員のサービスの実施状況・及び利用者の状態確認の為３カ月 
を目安にサービス提供責任者が訪問し確認に伺います。 

（６）訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて 
当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向 
に十分な配慮を行います。 

（７）利用者又は家族より契約の更新しない旨の申し出や、施設入所・介護保険 
非該当と認定され事業対象者とも認定されなかった場合・死亡の場合契約の 
終了とします。 

７．サービスの利用に関する留意事項 
（１）サービスを担当する訪問介護員について 

サービス提供決定時に、担当訪問介護員を決定いたしますが、サービスの 
提供にあたって担当者の体調その他のやむを得ない事情により、臨時的に 
変更する場合があります。また、担当の訪問介護員は、原則として一定の 
期間をもって交代することになります。この場合は、ご契約者のご意見を 
尊重いたしますが、おおむね１年を目安といたしますので、あらかじめ 
ご了承下さい。 

（２）前項の他ご契約者からの交代の申し出によって交代することもできます。 
ただし、この場合原則として特定の訪問介護員をご契約者の方からご指名 
いただくことはご遠慮下さい。 



（３）サービス実施時の留意事項 
①定められた業務以外のサービスを、事業者や訪問介護員に依頼する 
ことはできません。 

※  一般的には介護保険・総合事業の生活援助の範囲に含まれないと考えられ

る事例 
A．｢直接本人の援助｣に該当しない行為 

   主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当で 
   あると判断される行為 
    ａ．利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し 
   ｂ．主として利用者が使用する居室等以外の掃除 
   ｃ．来客の応接（お茶、食事の手配等） 
   ｄ．自家用車の洗車・清掃 

B．｢日常生活の援助｣に該当しない行為 
１ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断され 
  る行為 

ａ．草むしり 
ｂ．花木のみずやり 
ｃ．犬の散歩等ペットの世話 

2 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 
ａ．家具・電気器具等の移動、修繕模様替え 
ｂ．大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 
ｃ．室内外家屋の修理、ペンキ塗り 
ｄ．植木の剪定等の園芸 
ｅ．正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等 

        ②訪問介護サービスの実施に関する指示命令はすべて事業者が行います。 
ただし、そのサービスの実施にあたっては、ご契約者の事情や意見等に 
十分配慮いたします。 

③訪問介護サービスの実施にあたり、必要とする備品等（水道、ガス、 
電気を含む）は無償で使用させていただきます。 
訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更 
サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービス 
の実施ができず、サービス内容の変更をする場合があります。その場合は、 
事業者は変更したりサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請 
求いたします。 
介護予防ホームヘルプサービスに関しては原則月額料金ですが、要支援状 
態からの悪化が見られた場合には、地域包括支援センターもしくは、委託 
を受けた居宅支援事業所のケアマネージャーと協議のうえ、変更申請等の 
対応について検討します。認定結果によっては上記記載と同様にサービス 
の内容時間に応じた利用料金を請求いたします。 
 
 
 



（５）自然災害時 
台風・地震等の自然災害時には、訪問介護員が訪問できない場合があり 
ます。その際はあらかじめ、ご利用者様と連絡をとり、訪問の確認・変更 
をさせていただきます。ご了承ください。 

（６）訪問介護員・利用者の禁止事項 
       訪問介護員は、訪問介護サービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①理容、美容に関して専門的技術を要すると判断される行為 
②ご契約者又はそのご家族からの物品等の授受 
③ご契約者のご家族に対する訪問介護サービスの提供 
④飲酒及びご契約者もしくはその家族の同意なしに行う喫煙 
⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 
⑥その他ご契約者もしくはその家族等に対して行う迷惑行為 
⑦ご契約者又はそのご家族から金品・金券、商品券を受ける行為 
⑧訪問介護員の自家用車への同乗 
 

※ 従業者へのハラスメントに該当する行為には必要な措置を講じます。 
 

＜サービス利用料金＞ 
      サービス利用料金は、身体介護、生活支援の二つの区分毎に、それぞれの 

サービスに要した時間による区分とを組み合わせてサービス利用料金額が 
決められております。また、介護予防ホームヘルプサービス・生活サポート 
ホームヘルプサービスビスについては要支援１・２と認定された方で週の利 
用回数により月額料金が決まっています。また、サービスを利用する所要時 
間・回数についても国の方針として決められた標準的な所要時間・回数とな 
っています。以上のことをふまえての平常のサービス時間帯（午前８時～ 
午後６時）における利用料金は次のとおりであります。 
 

※  下記金額は１割負担での利用料金になっています。 
 
《訪問介護》 ※下記金額は1回当たりの金額になります 
区 
分 

サービスに要する時間 20分未満 30分未満 60分未満 90分未満  
１時間３０分以上 
（３０分毎に） 

 
 
介 護 

利用料金 1,630円 2,440円 3,870円 5,670円 ＋ 820円 
うち保険給付額 1,467円 2,196円 3,483円 5,103円 ＋ 738円 
自己負担額 163円  244円 387円 567円 ＋  82円 

区 
分 

サービスに要する時間 
20分以上 
45分未満 

45分以上 

 
 
支 援 

利用料金 1,790円 2,200円 
うち保険給付額 1,611円 1,980円 
自己負担額 179円 220円 

 
 
 

身 
体 

生 
活 



《訪問介護》 ※下記金額は1回当たりの金額になります 

身 体 生 活 
生活1  

（ 2 0 分 以 上 ） 
生活2   

（ 4 5 分 以 上 ） 
生活3  

（ 7 0 分 以 上 ） 

 

身体1  

（３０分未満） 

利用料金 3,090 円 3,740円 4,390円 
うち保険給付額 2,781 円 3,366円 3,951 円 

自己負担額 309円 374円 439円 

身体2 
（1 時間未満） 

利用料金 4,520円 5,170円 5,820円 
うち保険給付額 4,068円 4,653円 5,238 円 
自己負担額 452円 517円 582円 

身体3 
（1.5 時間未満） 

利用料金 6,320円 6,970円 7,620円 
うち保険給付額 5,688円 6,273 円 6,858 円 
自己負担額 632円 697円 762円 

 
 
《総合事業‐介護予防ホームヘルプサービスサービス》※下記金額は月額金額となります  

介護予防ホームヘルプサービス 要支援１ 要支援２ 

介護予防ホームヘルプ  

サービスⅠ（週１回） 

利用料金 １１，７６０円 １１，７６０円 
うち保険給付額 １０，５８４円 １０，５８４円 
自己負担額 １，１７６円 １，１７６円 

介護予防ホームヘルプ  

サービスⅡ（週２回） 

利用料金 ２３，４９０円 ２３，４９０円 
うち保険給付額 ２１，１４１円 ２１，１４１円 
自己負担額 ２，３４９円 ２，３４９円 

介護予防ホームヘルプ  

サービスⅢ（週３回） 

利用料金 － ３７，２７０円 
うち保険給付額 － ３３，５４３円 
自己負担額 － ３，７２７円 

 
※ 月途中からの利用開始、月途中でのサービス終了の場合には日割り計算でのご請求となります。  

 
《総合事業‐生活サポートホームヘルプサービス》 ※下記金額は１回当たりの金額と 

なります。 
区 
分 

サービスに要する時間 
20分以上 
45分未満 

45分以上 
60分未満 

 
利用料金 ２，０６０円 ２，４２０円 

うち保険給付額 １，８５４円 ２，１７８円 
自己負担額 ２０６円 ２４２円 

 
※ 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者は上記金額 
（介護・介護予防・生活サポート）より１割減になります。 
 
 
 
 

利

用

料 



《訪問介護・介護予防ホームヘルプサービス・生活サポートホームヘルプサービス－各種加算》  
共通 

 
初回加算 

（200単位） 
新規利用及び訪問がふた月あいた際、サービス提供責任者

が計画書を作成し、訪問もしくは同行した場合。 

介護 
介護予防 

生活機能向上連携加算Ⅰ 
（100 単位）3 ヶ月間 

自立支援型のサービスの提供を促進し、訪問リハビリ・通所リハビリ

を実施している施設の理学・作業・言語療法士・医師からの助言を受

ける体制またはサービス提供の場又はＩＣＴを活用した動画等によ

り、助言を受けた上でサービス提供責任者が、生活機能の向上を目的

とした訪問介護計画を作成し実施した場合。 

生活機能向上連携加算Ⅱ  
（200 単位）3 ヶ月間 

自立支援型のサービスの提供を促進し、訪問リハビリ・通所リハビリ

の理学・作業・言語療法士が訪問する際にサービス提供責任者が同行

し、利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を

目的とした訪問介護計画を作成し実施した場合。 

介護 
緊急時訪問介護加算 

（100単位） 

利用者及び家族等の要請を受けてサービス提供責任者が 
ケアマネと連携を図り、居宅サービス計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合。 
介護 

介護予防 
処遇改善加算Ⅰ 

（毎月） 
月の総利用算定単位の1000分の137加算（R6.5月まで） 

介護 
介護予防 

特定処遇改善加算Ⅱ 
（毎月） 

月の総利用算定単位の1000分の42加算（R6.5月まで） 

介護 
介護予防 

ベースアップ等 
支援加算（毎月） 

月の総利用算定単位の1000分の24加算（R6.5月まで） 

介護 
介護予防 

介護職員等処遇 
改善加算（毎月） 

月の総利用算定単位の1000分の224加算（R6.6月） 

介護 特定事業所加算Ⅱ 所定単位の100分の10加算（R6.7月～） 

介護 
介護予防 

介護職員等処遇 
改善加算（毎月） 

月の総利用算定単位の1000分の245加算（R6.7月～） 

 
注１． いずれの場合も利用料金全体の７０％・８０％・９０％が保険から給付され、

残りの１０％・２０％・３０％が自己負担となります。 
注２． 生活援助には２０分未満の時間設定はありません。 
注３． 平常の時間帯（午前８時～午後６時）以外の次の時間帯では、割増料金と 

なります。なお、割増料金の時間帯でのサービス利用がありましてもそれが 
介護保険の介護度別の支給限度額の範囲内であれば保険給付の対象となります。 

      ・夜間（１８時～２２時）   ２５％増 
      ・早朝（ ６時～ ８時）   ２５％増 
      ・深夜（２２時～ ６時）   ５０％増 

注４． ２人の訪問介護員が必要な場合は、ご契約者の同意のうえで通常料金の２倍の 
料金をいただきます。（例えば、体重が重い方に対する入浴介助等の重介護サー 
ビスや、暴力行為などがみられ、２人で訪問する必要がある場合などです） 

注５．ご利用者様の都合で月途中に何度か訪問中止になった場合、月途中より訪問中 
止の場合も利用料金は上記の金額となります。ただし、月途中にご利用者様の 
状態に変化があり要支援・要介護区分変更があった際は、日割り計算をした利 
用料金となります。 



 
注６． ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス料金の全額をいっ 

たん支払っていただくことになります。この場合は、要介護認定を受けた後、 
自己負担額１０％・２０％・３０％を除く、７０％・８０％・９０％の額は 
介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、要介護認定は受けているが居 
宅サービス計画（ケアプラン）が作成されていない場合も同じく償還払いとな 
ります。ただし、ご契約者で特段の事情がおありの方については、支払い方法 
で別途協議させていただきます。なお、償還払いの場合、その手続きのため証 
明書を要する場合、ご契約者の申し出があれば事業所としてサービス提供に関 
する証明書を発行いたします。 
 

注７． 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費 
を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 

一 事業所から片道おおむね10キロメートル未満 無料 
二 事業所から片道おおむね10キロメートル以上の場合、1キロ 

メートルにつき30円 
 

注８． 介護保険・総合事業からの給付額に変更があった場合は、変更された額にあわ 
せて自己負担額も変更させていただきます 

   
８. 記録の保管 
  指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は完 

結の日より５年間保存します。 
 

９．身体拘束の禁止 

原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に契約者 

及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その 

際の契約者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由について記録します。 

 

１０．虐待防止 

   人権の擁護・虐待の発生、その再発を防止するために虐待防止委員会を設置し、 

その結果について従業者へ周知します。ほか、指針の整備、研修を実施します。 

サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に 

養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 

これを市町村に通報します。 

 

１１. 非常災害対策  

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画（BCP）を作成し研修 

および訓練を行います。また、常に関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要 

な措 置を講じます。 利用者（その家族）とは、非常災害時の対応について定期的に 

確認します。 

 



 

   １２．感染症の予防及びまん延防止のための対策 

事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めま 

す。 感染症の発生、その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その 

結果につ いて従業者へ周知します。ほか、指針の整備、研修および訓練を実施しま 

す。 また、新たな感染症発生時に対しては、業務継続計画（BCP）に基づいて対応し 

ます。 

 
１３. 秘密保持と個人情報の保護について 

秘密保持 
   一 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び 

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱 
いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
 

   二 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供を 
する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし 
ません。 

   三 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても 
継続します。 

   四 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる 
ため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持 
するべく旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 
 

   個人情報の保護 
   一 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に 

おいて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報につい 
ても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個 
人情報を用いません。 

    
二 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による 
ものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意を持って管理し、 
また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
 

   三 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する 
こととし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞な 
く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開 
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

 
１４. 緊急時の対応 

    サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や 
かに主治医への連絡を行う党の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定 
する連絡先にも連絡します。 
 



 
１５. 事故発生時の対応 

    サービス提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族等に連絡する 
とともに、必要な措置を講じます。また、お客様に対して当事業所のサー 
ビスの提供により賠償すべき事故が発した場合は、誠意を持って対応し 
ます。なお、当事業所は損保ジャパン（旧－安田生命）と損害賠償保険契 
約を結んでおります。 
 

主治医 
氏 名  

連絡先  電話番号  

ご家族 
氏 名  

連絡先  電話番号  

 
 
１６. 苦情の受付 

    当事業所に関する苦情やご相談については、以下の窓口で受け付けます 
・受付担当 

  牧野 國利      
・受付時間 
毎週月曜日から金曜日までの8時30分～17時30分まで 

土曜日   8時30分～12時30分まで 
TEL 097－523－5146 

・このほか、施設の玄関口にご意見箱も設置しておりますので 
ご利用下さい。 

・外部の窓口としては 
        大分市役所  長寿福祉課 
        TEL 097－534－6111 
        大分県国民健康保険団体連合会 
        TEL 097－534－8470 
        などでも福祉サービスに関する諸々の苦情、相談などを 

受け付けております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
令和   年   月   日 

 
 

             説明者   ヘルパー氏名            印 
 
 

私は、本書面ならびに付属文書に基づいて事業者（訪問介護員）から重要 
事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供の開始に同意しました。 
 
（利 用 者） 

   住  所 
   氏  名                 印 

 
（利用者代理人〈選任した場合〉） 

   住  所 
   氏  名                 印 

     （続柄） 
 
（事 業 者） 

   住  所    大分市南鶴崎2丁目6番5号 
事業者名    医療法人 鶴友会 

ホームヘルパーステーションこが 
代 表 者    理事長 古 賀  徹    印 
        管理者 牧野 國利 
 

 


